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小呂公民館ニュース 

裏面もご覧ください 

～ 運動教室 ～ 

日 時⇒７月２日（日）１０：３０～ 

  予備日 ８日（土） 

場 所⇒公民館 

講 師⇒白石 さん（西体育館指導員） 

持ってくるもの⇒ タオル・水筒

★ 運動を行いたいと思いますので、動きやすい

服装でお願いします。

２０２３年（令和５年）７月 

ＮＯ.１５６ 

 公民館は公民館の運営や事業に住民の意見を

十分反映させるために、運営懇話会を年３回開催

します。 

 本年度１回目の懇話会です。委員の皆さま、お

忙しいと思いますが、ご出席お願い致します。 

日 時⇒７月６日（木） 

予備日 ２０日（木） 

１０：３０～１１：３０ 

場 所⇒公民館 講堂 

※傍聴希望の方は、会議開催の１５分までに公民館

へお申し出ください。

４年ぶりの小呂山笠！コロナで中止にな

っていましたが、今年度からは「山」が動

きます。７月に入ると男衆による準備が始

まり、１５日に向けて山笠ムードが高まり

ます。 

早朝５時１５分 スタート 

子ども山笠もあります！昨年は学校の校

庭で行われていましたが、コロナ前のよう

に島を走ります。「小呂祝いめでた」を一人

一人大きな声で歌いあげます。時間は放送

があると思いますので、楽しみにしていて

ください！ 

６月は、雨があまり降らず蒸し暑い日が

続きました。７月はそのぶん降る事が多

いかと思います。他の地域では豪雨被害

なども出ているようなので、気をつけて

ください。 

 暑い日が続きますので、熱中症にも気

をつけて、水分補給、適度な温度調節を

忘れないようにしてください✋ 

７月の臨時休館日を２３日（日）に予

定しています。利用申込がある場合は、

１３日（木）までに公民館によろしくお

願いします。 

ありがとう 和と輪を育む 合言葉（平成２９年度人権作品集より） 

１日（土）～２日（日）鍼灸 

２ 日（日）おろっ子クラブ 

 予備日 ８日（土） 

３ 日（月）通学路の草切り ７：３０～ 

予備日 ９日（日） 

５ 日（水）いきいきサロン 

６ 日（木）公民館運営懇話会 

 予備日 ２０日（木） 

７ 日（金）済生会ヘリ診療 

 予備日 １４・２１・２８日（金） 

１２日（水）いきいきサロン 

１５日（土）小呂山笠 

１６日（日）公民館避難訓練 

１９日（水）いきいきサロン 

２１日（金）終業式 

２３日（日）７月の臨時休館日 

２５日（火）保育所運営協議会 

２６日（水）いきいきサロン 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和５年度 西区人権を考えるつどい」 

 

 【日 時】７月２７日（木）１４時～１６時（開場１３時） 

 【会 場】西市民センター ホール（西区内浜１丁目４－３９ 

【内 容】ちひろさんによる「トーク」＆「コンサート」 

       みんなちがって、みんないい生き方を 

        ～金子みすゞの心とともに～ 

 

 

 

 

 

 

 

  【お問い合わせ先・託児申込先】 

  西区役所 生涯学習推進課 TEL０９２－８９５－７０２６ 

  E メール：nishi-kouza@city.fukuoka.lg.jp 

    主催 西区人権尊重連絡会議 福岡市西区役所 

   西市民センター（指定管理者：Meet up にしみん共同事業体） 

 【定 員】８００名 

 【入場料】無料（事前申込不要） 

  手話通訳・要約筆記あり 

  ※託児（無料）を希望される方は、７/２１（金）までに、 

   電話または E メールにて下記までお申込みください。 

 

 

「ひとり」じゃないよ 一緒に考えよう 

 

 ８月２３日（水）から８月２９日（火）までの１週間、 
「こどもの人権相談」強化週間として、「いじめ」や体罰、不登校や 

こどもの虐待など、こどもに関する人権問題のご相談を受け付ける相談 

電話を設置します。 

 時間は、平日の８月２３日（水）から８月２５日（金）、８月２８日 

（月）、８月２９日（火）が、午前８時３０分から午後７時まで、８月 

２６日（土）及び８月２７日（日）は、午前１０時から午後５時までです。 

 

相談は、「こどもの人権１１０番」 

  ０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル） 

IP 電話を利用される方は、０９２－７３９－４１７５へお電話 

 ください。 

 

 法務局職員と人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は厳守されま 

すので、ひとりで悩まず、ぜひお気軽にお電話ください。 

《「こどもの人権相談」強化週間》 

「こどもの人権１１０番」では、強化週間以外でもこどもの人権に関 

するご相談を、土日祝日を除く毎日午前８時３０分から午後５時１５分ま

で（時間外及び土日祝日は留守番電話対応）受け付けています。 

 福岡法務局・福岡県人権擁護委員連合会 

液体物をごみ袋に入れないでください！ 

食用油や洗剤などの液体がそのままごみ袋に入っていると、収

集作業中に飛散して、周辺の汚れや異臭、収集作業員の怪我な

どの原因になります。使い切れない液体は、紙や布などに染み

込ませるなどして捨ててください。 

※危険物など液体の種類によって破棄方法が異なるため、不明

な場合はお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 環境局 ごみ減量推進課  

TEL７１１－４０３９ 

http://#



